
　(4) 要求室
　　　下表の室等は、全て計画する。

特　　　　記　　　　事　　　　項 床面積
　この課題は、中核都市の郊外にある敷地に、企業等のサテライトオフィスとし ・３～５階を基準階として計画する。
ての入居や地域住民のテレワーク等での利用など、多様な働き方に対応できるよ ・事務所部門のセキュリティに配慮して、エントランスホールと１階の
うに、一般事務用の貸事務室等にレンタルスペースと店舗を併設した事務所ビル 　事務所部門専用のエレベーターホールとを行き来する際は、セキュリ
を計画するものである。 　ティゲートを通過させる。

・通用口(事務所部門の夜間用出入口を兼ねる。)との動線に配慮する。
　計画に当たっては、特に次のことが求められている。 ・各事務室とも、短辺/長辺を１/２以上の整形とする。
　(1) 事務所部門の各事務室は、自然採光・通風等、よりよいオフィス環境を考 ・計７室以上計画する。
　　　慮した計画とする。 ・各室とも、無柱空間とする。
　(2) ５層の吹抜けを活かして、１階から５階までの空間の連続性に配慮した豊 ・机、椅子、収納家具等を設ける。
　　　かな空間構成となるように計画する。 ・計５室以上計画する。
　(3) 事務所部門、レンタルスペース部門、店舗部門及び共用・管理部門の異な ・机、椅子、収納家具等を設ける。
　　　る機能を適切にゾーニングした計画とするとともに、各部門の動線に配慮 ・計３室以上計画する。
　　　した計画とする。 ・机、椅子、収納家具等を設ける。

・事務室Ａ、Ｂ又はＣのいずれかを計画した
　全ての階に設ける。

　(1) 敷地の形状、接道条件、周辺状況等は、｢敷地図｣のとおりである。 ・各事務室の入居企業等の社員が利用できる
　(2) 敷地は平坦で、敷地と道路の路面の中心、隣地及び道路の反対側の敷地に 　ものとする。
　　　ついては、高低差はない。また、歩道の切り開きは、１箇所当たり６ｍま ・個室とし、計10室以上計画する。
　　　でできるものとする。 ・事務室Ａ、Ｂ又はＣのいずれかを計画した
　(3) 敷地は､第二種住居地域(道路高さ制限及び隣地高さ制限における斜線勾配 　全ての階に設ける。
　　　はそれぞれ1.25とする。)及び準防火地域に指定されている。 ・各事務室の入居企業等の社員が使用する共
　　　また､建蔽率の限度は70％(準防火地域内における耐火建築物等の加算を含 　用空間とし、リフレッシュできる場として
　　　む。)、容積率の限度は300％である。 　計画し、簡易なミーティングやワーキング
　　　これら以外に、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日 　スペース等、多目的に利用できるものとす
　　　影による中高層の建築物の高さの制限はない。 　る。
　(4) 電気、ガス及び上下水道は完備している。 ・ドリンクコーナーを設ける。
　(5) 地盤は、｢地盤略断面図｣のとおりであり、杭打ちの必要はない。 ・テーブル、椅子、ソファー等を設ける。
　(6) 気候は温暖であり、積雪についての特別の配慮はしなくてよい。 ・明るく快適な空間となるようにする。

・事務所部門の入居企業等のほか、外部の企業等や地域住民が、時間単
　位や１日単位での利用ができるものとする。

　(1) 構造種別は自由とし、地上５階建ての１棟の耐火建築物とする。 ・レンタルスペース部門の各室へは、エントランスホールから事務所部
  (2) 床面積の合計は、4,000㎡以上4,500㎡以下とする。 　門内を経由せずにアプローチできるようにする。
　  　この課題の床面積の算定においては、ピロティ、塔屋、バルコニー、屋外 ・３室(約40㎡/１室)計画する。 計約120㎡
　　　階段、屋上設備スペースは、床面積に算入しないものとする。ただし、ピ ・３室(約20㎡/１室)計画する。 計約60㎡
　　　ロティ等を屋内的用途に供するもの(駐車場、設備スペース等)については、 ・貸会議室で使用する備品等を収納する。 約15㎡
　　　床面積に算入するものとする。 ・地域住民等がテレワーク等に利用できるも
　(3) ｢高齢者､障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律｣に規定する｢建築 　のとする。
　　　物移動等円滑化基準｣を満たすものとする。 ・机、椅子(25席程度)を設ける。

・明るく快適な空間となるようにする。
・屋外のカフェテラスと一体的に利用できる
　ようにする。

　 ・テーブル、椅子(屋内に50席程度)、レジカ
　ウンター等を設ける。
・厨房、調理人用の更衣室及び便所を設ける。
・芸術作品等の展示や販売をする。 約80㎡
・適切な場所に､まとまったスペースで120㎡
　以上の５層の吹抜けを設ける。
・吹抜け部分には梁を設けない構造計画とす
　る。
・１階部分の一部を屋内緑化スペースとして
　40㎡程度確保し、樹木(樹高５ｍ程度)等を
　植栽する。
・自然採光を確保する。
・風除室を設ける。
・各部門へアプローチできるようにする。
・受付コーナーを設け、事務所部門の来訪者
　やレンタルスペース部門の利用者の受付け
　等を行う。
・各階に計画する。
・男性用及び女性用、必要に応じて車椅子使
　用者用を設ける。
・オストメイト用設備を有する便房等を、必
　要に応じて男性用便所及び女性用便所内に
　それぞれ設ける。
・事務室等のテナント数分のメールボックス
　の他に、宅配ボックスを設置する。
・速達郵便等、夜間や休日の配達を考慮する。

敷地図　縮尺＝1/1,000 ・常駐１人とする。 適宜
・サービス用駐車場からの搬出入に配慮する。 適宜

15㎡以上
・１階に計画し、消火ポンプ(屋内消火栓用)
　と給水ポンプを設ける。

・エレベーターを適切に計画する。
・５階の屋上に、空調設備及び電気設備(面積は計140㎡とする｡)、並び
　に太陽光発電設備を設置し、これらの機器メンテナンスに配慮し、１
　以上の階段を屋上に通じるように設ける。
・採用した設備計画に応じて、｢機械室｣等を適切に計画する。
・ＰＳ、ＤＳ及びＥＰＳは、適切に計画する。

・その他、必要な室等は、適宜計画する。
・什器等を、適宜計画する。

　(1) 屋外自由通路を、次のとおり計画する。
　　①　北側の道路と南側の道路とを結ぶ屋外の歩行者専用の通路として計画す
　　　　る。
　　②　地上に設けるものとし、最低幅員を４ｍとして、常時、自由に通り抜け
　　　　ができる通路とする。
　(2) 屋外のカフェテラス(10席以上)は、地上に設け、カフェと一体的に利用で
　　　きるようにする。
　(3) 敷地内の駐車場は、地上に平面駐車とし、サービス用として１台分、車椅

地盤略断面図(Ｙ－Ｙ’断面図)　縮尺＝non-scale 　　　子使用者用として１台分(計２台分)のスペースを設ける。なお、通勤者及
　　　び来訪者等の駐車場は、近隣の駐車場を利用するものとし考慮しなくても
　　　よい。

１室当たり

約30㎡

ｗｅｂ会議用
ブース

１室当たり

約8㎡
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Ⅰ．設　計　条　件
部門 室　名　等

１．敷地及び周辺条件

共用ラウンジ
１室当たり

約80㎡

レ
ン
タ
ル
ス
ペ
ー

ス
部
門

２．建　築　物

貸会議室Ａ
貸会議室Ｂ
備品倉庫

コワーキング
スペース

約80㎡

事
務
所
部
門

事務室Ａ
１室当たり

150㎡以上

事務室Ｂ
１室当たり

約40㎡

事務室Ｃ

適宜

店
舗
部
門

カフェ 適宜

ギャラリー

共
用
・
管
理
部
門

吹抜け －

メールコーナー 適宜

守衛室

エントランス
ホール

便所 適宜

荷解きスペース
ゴミ保管庫

設
備

ポンプ室 約15㎡

３．その他の施設等

建築士の塾 by archicom　模擬試験（1／2）
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　　建築計画、構造計画及び設備計画については、次の点に特に留意して適切に 　　要求図面では表せない事項について、次の(1)～(8)の要点等を具体的に記述
　計画する。 　する。なお、(2)及び(8)については、必ずそれぞれの【イメージ図記入欄】に、
　(1) 日射遮蔽、外皮性能向上、昼光利用、自然換気等により省エネルギーに配 　平面図、断面図、イラスト等(フリーハンドでもよい。)により当該要点等の考
　　　慮して計画する。 　え方を図示する。
　(2) 自然エネルギーの活用により創エネルギーに配慮して計画する。 　(1) 道路高さ制限を踏まえた建築物の配置計画(最小後退距離等)及び立体構成
　(3) 断面計画において、各階の階高、要求室の天井高さ又は天井ふところを適 　　　(断面)について工夫したこと
　　　切に計画する。 　(2) 適切な場所に設ける５層の吹抜けについて、その場所とした理由及び吹抜
　(4) 構造計画については、次の点に留意して計画する。 　　　けを活かして豊かな空間構成となるように工夫したこと
　　①　基礎構造については、地盤条件や経済性を踏まえ適切に計画する。 　(3) 事務所部門とレンタルスペース部門のゾーニング・動線計画について、セ
　　②　耐震性や経済性に配慮し、架構を計画する。 　　　キュリティの観点から考慮したこと
　(5) 設備機器の搬出入、更新及びメンテナンスに配慮して計画する。 　(4) 建築物の構造計画について、建築物の特性に応じて採用した構造種別・架
　(6) 建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、所定の防火設備を 　　　構形式・耐震計算ルートとそれらを採用するに当たり、耐震性を確保する
　　　適切に計画する。また、防火区画(面積区画、竪穴区画等)が必要な部分に 　　　ために考慮したこと
　　　は、所定の防火設備を用いて適切に区画する。なお、自動式のスプリンク 　(5) 地盤条件や経済性を踏まえた支持層の考え方、採用した基礎構造とその基
　　　ラー設備等を設けないものとする。 　　　礎底面のレベルについて特に考慮したこと
　(7) 地上に通ずる２以上の直通階段を適切に計画する。また、必要に応じて、 　(6) 建築物で消費する年間の一次エネルギーの収支において、空調エネルギー
　　　｢敷地内の避難上必要な通路｣を適切に計画する。 　　　の削減及び照明エネルギーの削減について考慮したこと
　(8) 計画に際し､｢建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じた延焼のおそ 　(7) 廊下等の排煙計画について考慮したこと
　　　れのない部分の計算｣、｢天空率に関する規定の計算｣及び｢避難上の安全の 　(8) 【イメージ図記入欄】に５階の屋上の略図(平面)を図示し、空調設備及び
　　　検証｣は行わないものとする。 　　　電気設備等を設置する設備スペースの面積とその範囲、太陽光発電設備の

　　　位置、その他の設備機器の位置及び塔屋の位置を図示し、それぞれ設備機
　　　器の設置について考慮したこと

　答案用紙Ⅰ及び答案用紙Ⅱの定められた枠内(寸法線については枠外でもよい。)に、 　　　　
黒鉛筆を用いて記入する。

　　下表により、所定の図面を作成し(フリーハンドでもよい。)、必要な事項を
　記入する。
　　なお、各図面には、計画上特に留意した事項について、簡潔な文章や矢印等
　により補足して明示する。

(1) ①　各平面図には、次のものを図示又は記入する。
　　 　 　イ．主要寸法(スパン割り及び床面積等の算出に必要な程度) 柱、壁、窓等の開口部等を明確に作図し、防火設備の種別等の表示については、
 　ロ．室名等 必要な箇所(外壁の開口部も含む。)に全て記入すること
　  　１/200　1/200 　ハ．事務室Ａ、事務室Ｂ、事務室Ｃ、共用ラウンジ、貸会

　　　議室Ａ、貸会議室Ｂ、コワーキングスペース、カフェ､
(2) 　　　ギャラリー、ポンプ室の床面積

1/200 　ニ．建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の位
　　　置(延焼ライン)及び当該部分に設ける防火設備、防火

(3) 　　　区画に用いる防火設備の位置及び種別
1/200 　ホ．設備シャフト等(ＰＳ、ＤＳ及びＥＰＳ)の位置

　ヘ．断面図の切断位置
　ト．要求室(事務室Ａ、事務室Ｂ、事務室Ｃ、共用ラウンジ
　　　については代表的な１室)の特記事項に記載している室、
　　　スペース、什器等
　チ．スロープ(ある場合のみ)及びその勾配
　リ．建築物の最小後退距離〔道路高さ制限における建築物
　　　(壁、柱、庇、バルコニー、屋外階段等を含む。)から
　　　道路の境界線までの水平距離のうちそれぞれ最小のも
　　　の〕
②　１階平面図・配置図には、次のものを図示又は記入する｡
　イ．建築物の出入口(▲で表示)、通用口・搬入口(△で表示)
　ロ．駐車場(台数及び出入口を明示する。)
　ハ．通路、植栽等
　ニ．屋外自由通路（北側の道路から南側の道路まで斜線で明
　　　示する。)
　ホ．屋外のカフェテラス(面積、テーブル、椅子等)
　ヘ．｢敷地内の避難上必要な通路｣の経路と幅
　ト．歩道の切り開き位置
③　２階平面図には、次のものを図示又は記入する。
　イ．居室の最も遠い位置から２の直通階段に至る歩行経路
　　　を図示し、その一に至る歩行距離及び重複区間の長さ
　ロ．１階の屋根、庇等となる部分
④　基準階平面図には、次のものを図示又は記入する。なお､
　　基準階平面図は３階を作成する。 　[注意事項]

　イ．③イ．に同じ 　｢試験問題｣を十分に理解したうえで、｢設計製図の模擬試験｣に臨むようにしてください。

　ロ．２階の屋根、庇等となる部分 　なお、建築基準法令や要求図書、主要な要求室等の計画等の設計与条件に対して解答内容が不

(4) ①　切断位置は、南北方向とし、事務室Ａを含み、立体構成 　十分な場合には、｢設計条件・要求図面等に対する重大な不適合｣等と判断されます。

1/200 　　がわかる断面とする。なお、水平方向及び鉛直方向の省 　また、適用すべき法令については、令和４年１月１日現在において施行されているものとしま

　　略は行わないものとする。 　す。

②　建築物の最高の高さ、階高、天井高、床高及び主要な室
　　名を記入する。
③　道路高さ制限への適合が確認できる情報(道路斜線､斜線
　　勾配、最小後退距離等)を図示する。 ※本試験では、答案用紙Ⅰに面積表、要求図面レイアウトとも印刷されています。

④　基礎、壁、梁及びスラブの断面を図示する。
⑤　塔屋及び屋上設備スペースを図示する。

 面積表（算定式は、算出過程がわかるものとする。算出結果は、小数点以下第１位までとし、第２位以下は切り捨てる。）

(算定式) 建築面積

　(1) 建築面積を記入し、その算定式も記入する。 ㎡
　(2) 各階の床面積及びその合計を記入する。なお、各階の床面積については、 (算定式) 床面積の合計

　　　その算定式も記入する。 ×３
(算定式)

(算定式)

㎡

 【建築物の計画に当たっての留意事項(課題公表(7/22)の再掲)】

　 ○敷地の周辺環境に配慮して計画する。

　 ○バリアフリー、省エネルギー、二酸化炭素排出量削減、セキュリティ等に配慮して計画す

     る。

　 ○各要求室を適切にゾーニングし、明快な動線計画とする。

　 ○建築物全体が、構造耐力上、安全であるとともに、経済性に配慮して計画する。

　 ○構造種別に応じた架構形式及びスパン割りを適切に計画するとともに、適切な断面寸法の

　　 部材を計画する。

　 ○空気調和設備、給排水衛生設備、電気設備、昇降機設備等を適切に計画する。
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断 面 図

４．留 意 事 項 ３．計画の要点等（答案用紙Ⅱに記入）

Ⅱ．要　求　図　書

１．要 求 図 面（答案用紙Ⅰに記入）

図面及び縮尺 特　　　記　　　事　　　項
防火設備等の凡例１階平面図

・
配 置 図

２階平面図

基準階平面図

●要求図面のレイアウト指定

建築士の塾 by archicom　模擬試験（2／2）

答案用紙Ⅰ(Ａ２サイズの５㎜方眼用紙)の記入について

●面積表記入の参考例　※指定位置に算定式と算出結果を記入して下さい。(表組みは不要)

２．面　積　表（答案用紙Ⅰに記入）
建築面積

床
面
積

基準階

２　階

１　階

１階平面図
・

配置図

基準階平面図

断面図

面積表

２階平面図

【建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の位置(延焼ライン)と防火設備】

防火設備の種別ｍ

延焼のおそれのある

部分の距離(各階とも)

延焼ライン
(開口部)

隣地境界線

又は道路中心線

隣地境界線又は道路中心線から延焼のおそれのある部分までの距離(ｍ)を記入し、延焼ライ

ンを破線で図示すること

また、建築物の外壁の開口部で、延焼のおそれのある部分の開口部に要求される所定の防火

設備の種別を記入すること

【防火区画に用いる防火設備の位置及び種別】

特定防火設備
建築基準法第２条第九号の

二 ロ に規定する防火設備特 防

防火区画(面積区画、竪穴区画等)に応じて、要求される所定の防火設備の位置及び種別を記

入すること

【防火設備の表示】

禁無断転載・複製


